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議第６４号 

 

   高山市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定するものとする。 

 

  平成２４年９月１１日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国府文化財保護センターを廃止するため改正しようとする。 



２９ 

 

高山市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

高山市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例（平成５年高山市条例第７号）の一

部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 センターの名称及び位置は、次のと

おりとする。 

第３条 センターの名称及び位置は、次のと

おりとする。 

名称 位置 

高山市風土記の丘

学習センター 

高山市赤保木町

４００番地２ 

国府文化財保護セ

ンター 

高山市国府町広

瀬町１２２１番

地１０ 
 

名称 位置 

高山市風土記の丘

学習センター 

高山市赤保木町

４００番地２ 

 

 

 

 

 

  

   附 則 

 この条例は、平成２４年１１月１日から施行する。 


